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[bookmark: _Toc413084765][bookmark: _Toc160538788]第１章　計画策定の基本的考え方
[bookmark: _Toc413084766][bookmark: _Toc160538789]１．計画策定の背景
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現するため、国では「地域包括ケアシステム」の深化・推進に取り組んでいるところです。
一方で、国の人口は減少を続け、令和４(2022)年10月１日現在では１億2494万７千人となり、これまで以上に減少幅が拡大しています。また、65歳以上の高齢者人口は3,627万人となり、総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）は29.1％で過去最高となっています。
こうした人口の規模・構造の変化を背景として、介護保険制度を含めた社会保障制度全体の安定的・持続的運営が危惧される状況になっており、とりわけ団塊の世代全体が75歳以上となる令和７（2025）年や、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22（2040）年を見据え、介護需要等の急増に対応していくことが全国的に大きな課題となっています。
また、平成27（2015）年には、国連で「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されたことから、SDGｓの基本理念である「誰一人取り残さない」地域づくりにも関心が高まっており、「高齢者」を含むあらゆる人が、いつまでも個性や能力を発揮し、自分らしく活躍できる社会の実現も求められています。
本町では、かねてより、高齢者が元気でいきいきと自分らしい自立した生活が送れるまちの実現を目的として、平成16（2004）年より「フィールド医学」を導入し、保健・福祉・医療の連携による高齢者の健康増進に取り組んでいます。また、本町は、SDGｓの理念や考え方を取り入れたまちづくりも推進しており、令和２（2020）年には「SDGs未来都市」に選出されました。
こうした動きがある中、令和３（2021）年に「土佐町　第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画」を策定し、いつまでも健康で安心して暮らし続けることができる地域の実現に向け、高齢者福祉に関する施策を展開しているところです。
一方で、この間にも高齢化は進行し、「一人暮らし高齢者の増加」「認知症高齢者への対応」など、これまで以上に高齢者を取り巻く環境の変化が想定されます。また、令和２（2020）年の新型コロナウイルスの拡大では、高齢者の暮らしにも大きな影響を及ぼしたほか、最近では「介護人材の不足」といった課題も存在していることから、社会環境の変化にも目を向ける必要があります。
このような状況を踏まえ、引き続き住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現するため、今後３年間の高齢者に関する施策・取組を進めるための指針となる計画として、「土佐町　第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画」を策定します。



[bookmark: _Toc160538790]２．計画の性格と位置づけ
[bookmark: _Toc149312165][bookmark: _Toc153808483][bookmark: _Toc153808668][bookmark: _Toc154758383][bookmark: _Toc157533774][bookmark: _Toc157792116][bookmark: _Toc158117062][bookmark: _Toc160538791]（１）法令の根拠
本計画は、老人福祉法（第20条の8第1項）の規定に基づく「市町村老人福祉計画」として位置づけられるものです。
老人福祉法
第20条の8
第１項
市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。





併せて、介護保険法（第117条第1項）の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」としても位置づけられるものです。
介護保険法
第117条
第1項
市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。





[bookmark: _Toc149312166][bookmark: _Toc153808484][bookmark: _Toc153808669][bookmark: _Toc154758384][bookmark: _Toc157533775][bookmark: _Toc157792117][bookmark: _Toc158117063][bookmark: _Toc160538792]（２）計画の性格
本町における高齢者保健福祉計画は、「高齢者福祉計画」「介護保険事業計画」の二つの計画の内容を併せて掲載するものです。

【高齢者福祉計画】
・「高齢者福祉計画」は、すべての高齢者、あるいは40～64歳の壮年者を含めた健康づくりや生活習慣病予防、介護予防とともに、高齢者の社会参加や生きがいづくり、在宅生活の支援、防犯・防災、福祉のまちづくりなどを含む総合的な計画です。
・「高齢者福祉計画」は、高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法第20条の８第１項の規定に基づき策定する計画であり、両計画の連携と調和を保つため一体的な計画として策定します。

【介護保険事業計画】
・「介護保険事業計画」は、介護保険の対象となる要介護者等の人数、介護保険サービス量の見込み等について定めた介護保険事業を運営するための事業計画です。
・概念的には下図のように「高齢者福祉計画」に包含されます。

高齢者福祉計画



介護保険事業計画

[bookmark: _Toc149312167][bookmark: _Toc153808485][bookmark: _Toc153808670][bookmark: _Toc154758385][bookmark: _Toc157533776][bookmark: _Toc157792118][bookmark: _Toc158117064][bookmark: _Toc160538793]（３）他計画との関連
本計画は、本町における最上位計画である「土佐町振興計画」との整合を図り､高齢者福祉施策の基本的指針となるべきものとします｡
さらに、その他関連計画や県の策定する介護保険事業支援計画や医療計画等との調和や整合性を図りながら策定しています。

【高知県】
高知県高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画
整合
【国】
基本指針
土佐町　地域福祉計画



土佐町振興計画

整合
その他関連計画





土佐町　　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

土佐町　　障害者計画
障害福祉計画・障害児福祉計画



土佐町　子ども・子育て支援事業計画


土佐町　健康増進計画・食育推進計画











[bookmark: _Toc160538794]３．計画の期間
本計画の計画期間は、令和６（202４）年度～令和８（2026）年度の３年間とします。
また、本計画は、団塊の世代がすべて後期高齢者となる令和７（2025）年や、現役世代が急減する令和22（2040）年を見据えた中長期的視点を踏まえ、検討・策定しています。
[image: ]





[bookmark: _Toc160538795]４．計画の策定体制
[bookmark: _Toc149312170][bookmark: _Toc153808488][bookmark: _Toc153808673][bookmark: _Toc154758388][bookmark: _Toc157533779][bookmark: _Toc157792121][bookmark: _Toc158117067][bookmark: _Toc160538796]（１）策定委員会の設置
高齢者保健福祉事業及び介護保険事業においては、幅広い関係者の参画により、本町の地域特性に応じた事業展開に努めることが必要であることから、行政機関内部だけでなく、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表の積極的な参加を得て、「土佐町 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会」を設置し、各種団体や住民の意見を広く反映させながら計画策定を進めました。

[bookmark: _Toc149312171][bookmark: _Toc153808489][bookmark: _Toc153808674][bookmark: _Toc154758389][bookmark: _Toc157533780][bookmark: _Toc157792122][bookmark: _Toc158117068][bookmark: _Toc160538797]（２）高齢者に対する実態調査の実施
本町の高齢者の実態を把握することを目的として、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の内容が含まれる「フィールド医学調査（健康長寿問診票）」と「在宅介護実態調査」を実施しました。

[bookmark: _Toc160538798]５．本計画とSDGｓの関連
SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、平成27（2015）年９月の国連サミットで採択された、令和12（2030）年をゴールとする国際目標です。
「誰一人として取り残さない」ことを基本理念として掲げており、高齢者福祉に関する目標としては「健康と福祉」「持続可能性」「多様な機関との連携・協働」等が挙げられています。
土佐町においても、SDGｓの理念を共有し、「持続可能なまちづくり」に取り組んでいることから、次の3つを本計画に関連する目標（ゴール）とします。




～本計画が目指すSDGｓゴール～
	[image: ]


	ゴール3　すべての人に健康と福祉を
【目標】あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。

	[image: ]


	ゴール11　住み続けられるまちづくりを
【目標】包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を
実現する。

	[image: ]

	ゴール17　 パートナーシップで目標を達成しよう
【目標】持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。




[image: ]～SDGｓ17のゴール～




[bookmark: _Toc160538799]第２章　高齢者を取り巻く現状と課題
[bookmark: _Toc160538800]１．統計データからみる概況 
[bookmark: _Toc149312175][bookmark: _Toc153808493][bookmark: _Toc153808678][bookmark: _Toc154758393][bookmark: _Toc157533784][bookmark: _Toc157792126][bookmark: _Toc158117072][bookmark: _Toc160538801]（１）人口の推移
本町の総人口は減少傾向で推移しており、令和元（2019）年の3,832人から令和５（2023）年には3,531人と約300人減少しています。
[image: ]
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年齢３区分別にみると、おおむね３区分ともに減少傾向にあり、特に15～64歳の人口は令和元（2019）年から令和５（2023）年で、197人減少しています。

[bookmark: _Toc149312176][bookmark: _Toc153808494][bookmark: _Toc153808679][bookmark: _Toc154758394][bookmark: _Toc157533785][bookmark: _Toc157792127][bookmark: _Toc158117073][bookmark: _Toc160538802]（２）人口ピラミッド
令和５（2023）年の本町の人口構造を人口ピラミッドでみると、団塊の世代付近に膨らみがあり、70歳～80歳の人口が多くなっています。
また、65歳以上に着目すると、高齢になるほど男性人口に対して女性人口が多くなっていますが、これは我が国における平均寿命の男女格差（令和５年：男性81.05歳、女性87.09歳）によるものです。
[image: ]























[bookmark: _Toc149312177][bookmark: _Toc153808495][bookmark: _Toc153808680][bookmark: _Toc154758395][bookmark: _Toc157533786][bookmark: _Toc157792128][bookmark: _Toc158117074][bookmark: _Toc160538803]（３）高齢化率
[image: ]高齢化率（総人口に占める高齢者人口の比率）は令和５（2023）年で上昇に転じ、45.8％となっています。













[bookmark: _Toc149312178][bookmark: _Toc153808496][bookmark: _Toc153808681][bookmark: _Toc154758396][bookmark: _Toc157533787][bookmark: _Toc157792129][bookmark: _Toc158117075][bookmark: _Toc160538804]（４）高齢者人口の内訳
高齢者人口について前期高齢者（65～74歳）・後期高齢者（75歳以上）別にみると、前期高齢者・後期高齢者ともに微減で推移しており、令和５（2023）年の前期高齢者は634人、後期高齢者は983人となっています。
前期高齢者が高齢者人口に占める比率は38～39％前後、また、後期高齢者は60～61％前後で推移しています。
[image: ]


[image: ]






















[bookmark: _Toc149312179][bookmark: _Toc153808497][bookmark: _Toc153808682][bookmark: _Toc154758397][bookmark: _Toc157533788][bookmark: _Toc157792130][bookmark: _Toc158117076][bookmark: _Toc160538805]（５）世帯の状況
本町の一般世帯数は、総人口同様、既に減少過程に入っており、令和２（2020）年には1,610世帯、１世帯あたり人員2.15人／世帯となっています。
このうち、高齢者のいる世帯についても、平成17（2005）年の1,095世帯をピークに減少傾向で推移しており、令和２（2020）年には1,038世帯となっています。
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【一般世帯】総世帯から施設等の世帯を除いた世帯
【高齢単身世帯】65歳以上の者一人のみの一般世帯（他の世帯員がいないもの）
【高齢夫婦世帯】夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦１組の一般世帯（他の世帯員がいないもの）







令和２（2020）年の高齢者のいる世帯の内訳は、高齢単身世帯が37.1％、高齢夫婦世帯が29.3％、その他の高齢者世帯が33.6％となっています。
[image: ]












一般世帯数に対する高齢者のいる世帯比率が64.5％で全国や高知県水準を大きく上回っているほか、高齢者のいる世帯に占める高齢単身世帯の割合も全国・高知県の割合を上回っている状況です。
[image: ]










[bookmark: _Toc160538806]２．アンケート調査の概要と結果
[bookmark: _Toc149312181][bookmark: _Toc153808499][bookmark: _Toc153808684][bookmark: _Toc154758399][bookmark: _Toc157533790][bookmark: _Toc157792132][bookmark: _Toc158117078][bookmark: _Toc160538807]（１）アンケートの実施概要
本計画の策定にあたり、町内の高齢者の生活や健康の実態等を把握し、計画策定の基礎資料とするために、２種類のアンケート調査を実施しました。

［調査の対象者と配布数］
	調査名
	対象者
	配布数
	回収数
	回収率

	介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査
（フィールド医学）
	65歳以上の高齢者
	1,492
	597
	40.0%

	在宅介護実態調査
	在宅の要介護認定者
	65
	65
	100.0％



（参考：前回（令和２年度）調査）
	調査名
	配布数
	回収数
	回収率

	介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査
	1,513
	66８
（うち白票２票）
	44.0%

	在宅介護実態調査
	171
	165
	９６．５％



［調査方法等］
・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：郵送による配布・回収
・在宅介護実態調査：認定調査員による聞き取りによる
[調査期間]
・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：令和５（2023）年4月20日～5月31日
・在宅介護実態調査：令和４（2022）年12月～令和５年５月

※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について
・土佐町では、高齢者の健康増進、介護予防を目的として「フィールド医学調査（健康長寿問診票）」を実施しています。その調査の中で、厚生労働省が示す「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の設問を扱っています。
・本町では、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に該当する部分を扱います。





[bookmark: _Toc149312182][bookmark: _Toc153808500][bookmark: _Toc153808685][bookmark: _Toc154758400][bookmark: _Toc157533791][bookmark: _Toc157792133][bookmark: _Toc158117079][bookmark: _Toc160538808]（２）アンケート調査の結果（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）
①　家族構成
○「夫婦2人暮らし（配偶者65歳以上）」が33.7％で最も高く、次いで「１人暮らし」が24.5％、「息子・娘との２世帯」が17.8％の順となっています。
　　　○前回調査と比べ、「1人暮らし」は3.1ポイント増加しています。
[image: ]







②　現在の暮らしの経済的状況
○「ふつう」が69.8％で最も高くなっています。「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせた『苦しい』は18.7％、「ややゆとりがある」と「大変ゆとりがある」を合わせた『ゆとりがある』は6.4％となっています。
　　　○前回調査と比べ、『苦しい』は4.8ポイント減少しています。『苦しい』：18.7％
『ゆとりがある』：6.4％









③　昨年と比べた外出の回数
○「とても減っている」と「減っている」を合わせた『減っている』が23.8％、「あまり減っていない」と「減っていない」を合わせた『減っていない』が73.2％となっています。
○前回調査と比べ、『減っていない』は11.0ポイント減少しています。
　『減っている』：23.8％
『減っていない』：73.2％










④　どなたかと食事をともにする機会はあるか
○「毎日ある」が49.9％で最も高く、次いで「月に何度かある」が17.3％、「年に何度かある」が11.1％の順となっています。
○前回調査と比べ、「毎日ある」は4.4ポイント減少しています。
[image: ]








⑤　健康づくり活動や趣味等のグループに参加者として参加したいか
○「参加してもよい」が44.1％で最も高く、次いで「参加したくない」が36.7％、「是非参加したい」が4.7％となっています。なお、「是非参加したい」と「参加してもよい」を合わせた『参加意向あり』は48.8％となっています。
[image: ]○前回調査と比べ、『参加意向あり』は0.3ポイント減少しています。

『参加意向あり』：48.8％








⑥　認知症又は認知症がある人がいるか
○「いいえ」が82.7％、「はい」が11.7％となっています。
○前回調査と比べ、「はい」は4.6ポイント減少しています。
[image: ]










[bookmark: _Toc149312183][bookmark: _Toc153808501][bookmark: _Toc153808686][bookmark: _Toc154758401][bookmark: _Toc157533792][bookmark: _Toc157792134][bookmark: _Toc158117080][bookmark: _Toc160538809]（３）アンケート調査の結果（在宅介護実態調査）
①家族や親族からの介護の頻度
○「ほぼ毎日」が49.2％で最も高く、次いで「ない」「週１日以下」「週１～２回」がともに13.8％となっています。
[image: ]







②主な介護者の年齢
[image: ]○「60代」が42.6％で最も高く、次いで「70代」と「80歳以上」が18.5％の順となっています。











③主な介護者の勤務形態
○「働いていない」が37.0％で最も高く、次いで「フルタイム勤務」が29.6％、「パートタイム勤務」が16.7％の順となっています。
[image: ]








④介護者が不安に感じる介護
○「入浴・洗身」が27.8％で最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が25.9％、「認知症状への対応」が22.2％の順となっています。
[image: ]















⑤就労継続見込み
○「問題なく、続けていける」が44.0％で最も高く、次いで「問題はあるが、何とか続けていける」が40.0％、「わからない」が12.0％となっています。
[image: ]













[bookmark: _Toc160538810]３．計画策定にあたっての主要課題
[bookmark: _Toc147511475][bookmark: _Toc147760483][bookmark: _Toc147922464][bookmark: _Toc149312185][bookmark: _Toc153808503][bookmark: _Toc153808688][bookmark: _Toc154758403][bookmark: _Toc157533794][bookmark: _Toc157792136][bookmark: _Toc158117082][bookmark: _Toc160538811]課題１　令和22（2040）年を見据えた中長期的な計画づくり
団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）となる令和７（2025）年や、現役世代が急減する令和22（2040）年に向け、中長期的な視点に立って、取組を検討する必要があります。
本町では、高齢者人口は減少傾向にあるものの、後期高齢者数については、令和８（２０２６）年まではほぼ横ばいで推移することが見込まれるため、要介護認定者、認知症高齢者、医療ニーズの高い高齢者並びにひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯等に向けた支援やサービスを充実させていく必要があります。

[bookmark: _Toc149312186][bookmark: _Toc153808504][bookmark: _Toc153808689][bookmark: _Toc154758404][bookmark: _Toc157533795][bookmark: _Toc157792137][bookmark: _Toc158117083][bookmark: _Toc160538812]課題２　地域包括ケアシステムの深化・推進向けた取組
令和22（2040）年を見据えたうえでの地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、第10次・第９期の3年間における取組方針等を明らかにする必要があります。
本町においても、地域活動のネットワーク資源の活用等を図りながら、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるような仕組みとして、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを一体的に提供していく「地域包括ケアシステム」の深化・推進に取り組む必要があります。

[bookmark: _Toc149312187][bookmark: _Toc153808505][bookmark: _Toc153808690][bookmark: _Toc154758405][bookmark: _Toc157533796][bookmark: _Toc157792138][bookmark: _Toc158117084][bookmark: _Toc160538813]課題３　地域包括支援センターの機能強化
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、その中核的役割を担う地域包括支援センターが、より質の高い業務を行うため、職員や介護人材の確保や資質の向上、地域ケア会議を活用してのケアマネジメント支援の強化等、これまでの取組を推進していく必要があります。

[bookmark: _Toc149312188][bookmark: _Toc153808506][bookmark: _Toc153808691][bookmark: _Toc154758406][bookmark: _Toc157533797][bookmark: _Toc157792139][bookmark: _Toc158117085][bookmark: _Toc160538814]課題４　認知症高齢者支援策の充実
認知症高齢者が地域で暮らしていくために、また認知症を予防していくためにも、「共生」と「予防」を両輪とした施策の推進や、認知症に関する普及啓発や予防・早期発見、地域や医療等の関係機関と連携した支援等が必要です。

[bookmark: _Toc149312189][bookmark: _Toc153808507][bookmark: _Toc153808692][bookmark: _Toc154758407][bookmark: _Toc157533798][bookmark: _Toc157792140][bookmark: _Toc158117086][bookmark: _Toc160538815]課題５　多様な機関との連携による健康増進・介護予防
本町では、平成16（2004）年より東京女子医科大学・京都大学との連携をもとに、「フィールド医学事業」を実施し、高齢者の健康増進や介護予防のための取組を進めてきました。
今後も、このような多様な機関との連携をもとに、高齢者の健康に関する意識の向上と介護予防に取り組んでいく必要があります。


[bookmark: _Toc149312190][bookmark: _Toc153808508][bookmark: _Toc153808693][bookmark: _Toc154758408][bookmark: _Toc157533799][bookmark: _Toc157792141][bookmark: _Toc158117087][bookmark: _Toc160538816]課題６　災害・感染症対策
令和２（2020）年の新型コロナウイルス感染症については、高齢者施設におけるクラスターの発生や、病床の逼迫等がみられ、大きな課題を残す結果となりました。
また、近年では大規模地震や水害が発生したことから、地震や水害への備えも必要となります。
今後は、新たに感染症が拡大した際に向け、感染症へ備えるとともに、地震や水害が発生した際に向け、災害弱者を事前に把握するなど、高齢者のための防災対策も強化する必要があります。

[bookmark: _Toc149312191][bookmark: _Toc153808509][bookmark: _Toc153808694][bookmark: _Toc154758409][bookmark: _Toc157533800][bookmark: _Toc157792142][bookmark: _Toc158117088][bookmark: _Toc160538817][bookmark: _Hlk147838531]課題７　新型コロナウイルスに伴う外出控えからの回復
高齢者の外出に関して「外出を控えている」という回答がみられ、この背景として、「新型コロナウイルス」の拡大が考えられます。一方、「新型コロナウイルス」が令和５（2023）年より「５類」に引き下げられたことで、これまでの生活に戻す動きもみられます。
高齢者の外出に関しても、引き続き感染症の対策を踏まえるとともに、体力づくりの面からも外出の機会に向けた取組も必要です。

[bookmark: _Toc153808510][bookmark: _Toc153808695][bookmark: _Toc154758410][bookmark: _Toc157533801][bookmark: _Toc157792143][bookmark: _Toc158117089][bookmark: _Toc160538818]課題８　介護人材の確保に向けた取組
高齢者人口の増加に伴い、介護に対するニーズが高まっています。一方で、生産年齢人口の減少に伴い、介護人材の不足が懸念されます。
今後においても、介護サービスを支える人材の確保と職場への定着、安全の確保が必要になることから、介護サービス事業者が抱える課題の把握を行うとともに、様々な支援や情報提供を通じて、より良い職場環境づくりに取り組む必要があります。






[bookmark: _Toc160538819]第３章　計画の基本的な考え方
[bookmark: _Toc160538820]１．基本理念と方向性
[bookmark: _Toc154758413][bookmark: _Toc157533804][bookmark: _Toc157792146][bookmark: _Toc158117092][bookmark: _Toc160538821]（１）　基本理念
本町では、高齢者が元気でいきいきと自分らしい自立した生活が送れるまちづくりに取り組んでおり、近年では保健・福祉・医療の連携による高齢者の健康増進にも取り組んでいます。
また、令和２（2020）年に、「SDGｓ未来都市」に選定されたことを契機として、「誰ひとり取り残されないまちづくり」にも取り組んでおり、一人ひとりの立場に立った、高齢者福祉の施策展開や、見守り体制の強化も進めているところです。
第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（令和6（2024）年度～令和８（2026）年度）においても、これまでの基本的な方向性を継承するとともに、「SDGｓ」や「地域包括ケアシステム」の考え方も取り入れるため、次のような基本理念を設定します。
基本理念
住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく安心して
暮らせるまち







[bookmark: _Toc154758414][bookmark: _Toc157533805][bookmark: _Toc157792147][bookmark: _Toc158117093][bookmark: _Toc160538822]（２）　方向性
基本理念に基づき、本計画では、団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年や、現役世代が急減する令和22（2040）年を見据えた中長期視点に立つとともに、高齢者が住み慣れた自宅や地域において安心して暮らせるよう、介護保険制度の持続可能性を視野に入れながら、各種事業の取り組みの充実、高齢者を地域で支える仕組みづくりなどに一層取り組んでいくものとします。



[bookmark: _Toc160538823]２．施策体系
基本理念の実現のための施策の柱は次の４つを掲げ、高齢者施策の展開を図っていきます。
[image: ]

[bookmark: _Toc160538824]第４章　基本理念の実現に向けた施策の展開

[bookmark: _Toc160538825]1．介護予防の推進
[bookmark: _Toc153808706]介護予防については、制度や事業参加による介護予防効果等について一層の周知を図るとともに、高齢者の健康増進・介護予防に対する多様なニーズに対応した事業の展開を図っていきます。

[bookmark: _Toc154758418][bookmark: _Toc157533809][bookmark: _Toc157792151][bookmark: _Toc158117097][bookmark: _Toc160538826]（１）　介護予防・日常生活支援総合事業　
[bookmark: _Toc153808707][bookmark: _Toc154758419][bookmark: _Toc157533810][bookmark: _Toc157792152][bookmark: _Toc158117098][bookmark: _Toc160538827]①一般介護予防事業
▶現状と課題
一般介護予防事業については、社協に一部委託し、後述の「あったかふれあいセンター事業」や「認知症総合支援事業」と一体的に実施することで効果的な施策を展開しています。
介護予防普及啓発事業については、講座を開催する中で、若い世代に向けての介護予防に取り組んでいます。
地域介護予防活動支援事業については、ボランティア・参加者の活動継続の意識づけにつながるよう、「高知家健康パスポート事業※」を活用しています。
また、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業共通の取組として新たなボランティア（サポーター）の養成を行っています。
地域リハビリテーション活動支援事業については、健康運動指導士による体操教室の実施や理学療法士による評価、健康教育（とんからりんの家、あったか）を実施しています。
介護予防把握事業・一般介護予防事業評価事業については、フィールド医学や社協、民生委員等との連携を通じて行っています。
-今後の方向性-
あったかふれあいセンターをはじめとする集いの場等を地域で継続できるよう支援し、様々な機会を活用して介護予防に取り組みます。













※高知家健康パスポート事業：高知県が行っている健康づくりの事業で、「健診を受ける」「知る・参加する」「楽しく動く」のヘルシーポイントを貯めると、スポーツ施設や飲食店などで特典が受けられる。


▶主な指標
	指標名
	実績
	目標（年度）

	
	令和５年度（見込み）
	令和６
	令和７
	令和８

	体操教室開催回数（回）
	280
	250
	250
	250

	健康教育実施回数（リハビリ専門職による健康教育含む）（回）
	20
	10
	10
	10

	リハビリ専門職による健康教育実施回数（回）
	20
	10
	10
	10



[bookmark: _Toc153808708][bookmark: _Toc154758420][bookmark: _Toc157533811][bookmark: _Toc157792153][bookmark: _Toc158117099][bookmark: _Toc160538828]②介護予防・生活支援サービス事業
▶現状と課題
介護予防・生活支援サービス事業は町が行う介護予防の取組で、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスがあります。
-今後の方向性-
地域ケア会議等で地域課題を抽出し、土佐町の実情に応じた多様なサービスの充実、地域で支え合う体制づくりを推進します。




▶主な指標
	指標名
	実績
	目標（年度）

	
	令和５年度（見込み）
	令和６
	令和７
	令和８

	訪問型サービス利用人数（人）
	67
	67
	67
	67

	通所型サービス利用人数（人）
	157
	157
	156
	155





[bookmark: _Toc160538829]２．保健福祉サービスの推進
[bookmark: _Toc153808710]住み慣れた地域において、高齢者が快適で豊かな暮らしが続けられるよう、個々の状況やニーズに応じた保健福祉サービスの充実を図ります。

[bookmark: _Toc154758422][bookmark: _Toc157533813][bookmark: _Toc157792155][bookmark: _Toc158117101][bookmark: _Toc160538830]（１）　フィールド医学
▶現状と課題
住み慣れた地域で生きがいをもち、いつまでも自分らしく生き生きとした生活を送るためには、生活の質（QOL）を高め、生活習慣病予防や介護予防に取り組む必要があります。こうした現状を踏まえ、土佐町では、平成16（2004）年度から、フィールド医学に取り組んでいます。
75歳以上を対象にした後期高齢者健診では、身体機能、認知機能に着目した健診項目を加えたフィールド医学ご長寿健診を行っています。健診では老年内科、循環器科、心療内科の専門医師による診察を行い、疾病の早期発見早期治療につなげるとともに、情報提供を行い、治療につながっていない方も早期治療、対応に結びつけるように働きかけています。また、必要に応じ、地域包括支援センターとの連携による介護予防事業やインフォーマルサービスなどへ結びつけられるように各関係機関との連携を深めています。
フィールド医学事業で実施している健康長寿問診票を活用するとともに、「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施」とも連動しながら、フレイル予防につなげていきます。
-今後の方向性-
フィールド医学に代表される多様な機関との連携をもとに、高齢者のフレイル予防や健康意識の向上に取り組みます。






▶主な指標
	指標名
	実績
	目標（年度）

	
	令和５年度（見込み）
	令和６
	令和７
	令和８

	後期高齢者健診受診率（％）
	47.0
	48.0
	49.0
	50.0



[bookmark: _Toc153808711][bookmark: _Toc154758423][bookmark: _Toc157533814][bookmark: _Toc157792156][bookmark: _Toc158117102][bookmark: _Toc160538831]
（２）　生きがい活動支援通所事業（生きがいデイサービス）
▶現状と課題
おおむね65歳以上の要介護認定非該当の高齢者が週１回程度のデイサービスを利用することにより、ヘルスチェックや日常動作訓練、趣味活動等のサービス提供を受けられる事業です。
現在の利用者は２名であり、新規利用申請は平成27（2015）年度を最後にありません。
-今後の方向性-
平成28（2016）年度からは、「介護予防・生活支援サービス事業」において、要介護認定非該当であっても、基本チェックリスト判定によりデイサービス事業の利用が可能となっていることから、本事業に代わるサービス確保ができています。
このことから、新規の利用希望者に対しては、「介護予防・生活支援サービス事業」の利用を進めることとし、現在の利用者の終了とともに本事業を終了とします。








[bookmark: _Toc153808712][bookmark: _Toc154758424][bookmark: _Toc157533815][bookmark: _Toc157792157][bookmark: _Toc158117103][bookmark: _Toc160538832]（３）　移動支援事業　
[bookmark: _Toc153808713][bookmark: _Toc154758425][bookmark: _Toc157533816][bookmark: _Toc157792158][bookmark: _Toc158117104][bookmark: _Toc160538833]①土佐町福祉タクシー事業
▶現状と課題
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（フィールド医学）の結果を見ても、本町は自家用車への依存が高い地域です。
一方で、中山間地域である本町は公共交通機関の運行本数が少なく、特に山間部に居住する高齢者や障害者においては、福祉タクシーは移動手段として不可欠となっています。令和4年度の福祉タクシー申請者は151名です。
申請から利用までの簡素化や利用条件の拡充など利用しやすさを踏まえたうえで、高齢者や障害者の「移動手段の確保」が課題となります。
-今後の方向性-
土佐町地域公共交通会議の方針に基づき高齢者の移動手段の確保に取り組んでいきます。








[bookmark: _Toc153808714][bookmark: _Toc154758426][bookmark: _Toc157533817][bookmark: _Toc157792159][bookmark: _Toc158117105][bookmark: _Toc160538834]②高齢者通院バス料金助成実施事業
▶現状と課題
本町の主な公共交通機関は路線バスとなりますが、特に山間部の地域から医療機関までの距離が遠く、高齢者にとってバス料金は大きな負担となるケースがあります。
また、買い物同様に、通院についても自家用車への依存が高く、バス路線（国道）沿いに家がない方は、使い勝手の悪さから利用が進んでいない状況にあります。令和4年度の高齢者通院バスの利用者は12名です。
路線バスを含めた地域公共交通については、土佐町地域公共交通会議にて検討を進めています。
-今後の方向性-
土佐町地域公共交通会議の方針に基づき高齢者の移動手段の確保に取り組んでいきます。





[bookmark: _Toc153808715][bookmark: _Toc154758427][bookmark: _Toc157533818][bookmark: _Toc157792160][bookmark: _Toc158117106][bookmark: _Toc160538835]（４）　土佐町成年後見制度利用支援事業
▶現状と課題
判断能力が十分でない高齢者等に対し、成年後見制度の利用に関する支援を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的とし、要件を満たすものについて助成や手続きの支援をする制度です。
令和５（2023）年度に権利擁護のネットワーク構築や体制整備に向け、協議会を設置しました。
-今後の方向性-
成年後見制度の周知を図るとともに、高齢者の権利擁護に向けた体制の強化に取り組みます。









[bookmark: _Toc160538836]３．介護サービスの充実したまちづくりの推進
[bookmark: _Toc153808718]令和７（2025）年や令和22（2040）年に向けて、高齢者に占める後期高齢者の割合増加などを背景に、要支援・要介護認定者の増加やサービスに対する需要の増大・多様化が想定される中、土佐町に暮らす高齢者が必要なサービスを必要なときに利用できる環境・基盤の整備を図っていく必要があります。
地域の事業者等との連携を図りながら、高齢者一人ひとりができる限り住み慣れた地域での生活を続けられるようなサービス提供体制の充実に努めます。

[bookmark: _Toc154758429][bookmark: _Toc157533820][bookmark: _Toc157792162][bookmark: _Toc158117108][bookmark: _Toc160538837]（１）　介護保険サービスの充実と基盤整備
▶現状と課題
利用者のニーズに応じたサービス提供体制の確保に努め、高齢者が住み慣れた自宅・地域で暮らしていけるように環境整備に取り組んでいます。
-今後の方向性-
介護保険サービスを利用者のニーズに応じて提供できる基盤整備に努めていきます。
住み慣れた地域で暮らしていくことができるよう、居宅サービスの質向上・維持に努めていきます。また、施設・居住系サービスが必要な場合にも、実情に応じた適正なサービス利用ができるよう事業所など関係機関と連携して、利用者やその家族をサポートします。








[bookmark: _Toc153808719][bookmark: _Toc154758430][bookmark: _Toc157533821][bookmark: _Toc157792163][bookmark: _Toc158117109][bookmark: _Toc160538838]（２）　介護給付適正化の推進
[bookmark: _Toc153808720][bookmark: _Toc154758431][bookmark: _Toc157533822][bookmark: _Toc157792164][bookmark: _Toc158117110][bookmark: _Toc160538839]①要介護認定の適正化
▶現状と課題
認定調査については、認知症や障害など高齢者一人ひとりの状態を正確に反映させるため、必要に応じて調査対象者の日ごろの状態や障害による生活面での困難を的確に説明できる者の同席を求める取組を行っています。
また、認定調査の特記事項には、例えば障害等があることによって通常よりコミュニケーションの時間を要する場合や理解が困難な場合には、それを的確に記載するよう努めています。
県が主催する認定調査員の研修へ積極的に参加し、適正な要介護認定の実施に努めています。
認定調査については、調査対象者と、対象者の日ごろの状態等について聞き取りできる家族や施設・病院・介護サービス事業関係者に聞き取りを行い、一人ひとりの状態を正確に調査票に反映しています。
-今後の方向性-
今後も、調査票・特記事項に調査対象者の状態を正確に反映することができるよう努めます。
また、認定調査員のスキルアップや人材育成を図り、適正な要介護認定につながるように努めます。






▶主な指標
	指標名
	実績
	目標（年度）

	
	令和５年度（見込み）
	令和６
	令和７
	令和８

	点検率（％）
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0





[bookmark: _Toc153808721][bookmark: _Toc154758432][bookmark: _Toc157533823][bookmark: _Toc157792165][bookmark: _Toc158117111][bookmark: _Toc160538840]②ケアマネジメント等の適正化
▶現状と課題
利用者の状況に応じたケアプランが作成されているか確認、点検することに努めています。
また、住宅改修が保険給付として適正なものかどうかについては、書類により確認するとともに、必要性に応じて現地調査を行っています。
ケアプラン点検の具体的実施方法については、町内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員に、１件ずつケアプランの提出を依頼し、書類点検を実施し、その後、各事業所につき１名ずつ面接点検を行い、ケアプラン作成時困難に思っていること等についても聞き取りを行っています。
ケアプラン点検の実施を通し、担当職員と介護支援専門員で介護サービス内容や関わり方を振り返り、作成時の困難だった点や工夫等を共有することで、適正化につながる取組となっています。
住宅改修の点検については、事前に提出された書類の確認と、必要に応じて現地の確認を行い、保険給付として適正か確認に努めています。
書類の確認だけでなく、現地確認においてサービス利用者や家族と対面することにより、生活実態に合わせて適正な給付であるか確認しています。
-今後の方向性-
ケアプラン点検にて区分支給限度基準額の８割以上利用している事例を抽出し、重点的に点検を行い、ケアプランが利用者の生活実態や希望に沿い、適正な給付がされているかを把握するよう努めていきます。
住宅改修においても、事前申請書類と現地確認を行い、利用者の身体状況と生活実態を把握することで利用者及び家族の意向を可能な限り尊重した改修ができるよう努めていきます。








▶主な指標
	指標名
	実績
	目標（年度）

	
	令和５年度（見込み）
	令和６
	令和７
	令和８

	ケアプラン点検数（件）
	4
	4
	4
	4

	介護給付費通知の年間実施回数（回）
	2
	2
	2
	2

	縦覧点検・医療情報との突合（％）
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0

	住宅改修の点検数（％）
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0






[bookmark: _Toc153808722][bookmark: _Toc154758433][bookmark: _Toc157533824][bookmark: _Toc157792166][bookmark: _Toc158117112][bookmark: _Toc160538841]（３）　介護サービスの質の確保・向上
[bookmark: _Toc153808723][bookmark: _Toc154758434][bookmark: _Toc157533825][bookmark: _Toc157792167][bookmark: _Toc158117113][bookmark: _Toc160538842]①利用者の苦情・相談への対応
▶現状と課題
高齢化やライフスタイルの変化など、高齢者を取り巻く環境の変化により、高齢者が抱える生活課題や必要とする支援は複雑化・多様化しています。
高齢者やその家族が気軽に相談でき、適切な支援につなげる体制づくりが必要です。パンフレットの配布や相談窓口の周知を行っています。また、健康福祉課や地域包括支援センターだけでなく関係各課や社会福祉協議会との連携、情報共有しながら支援に取り組んできました。
-今後の方向性-
住民からの相談や苦情は、地域の生活課題を解決するための重要な起点となることから、今後も相談しやすい環境づくりに努め、関係各課等との連携、情報共有しながら対応していきます。






[bookmark: _Toc153808724][bookmark: _Toc154758435][bookmark: _Toc157533826][bookmark: _Toc157792168][bookmark: _Toc158117114][bookmark: _Toc160538843]②事業者自身によるサービスの質の向上
▶現状と課題
介護サービスの提供にあたり介護サービス事業者等との連携を強化するとともに、地域ケア会議や在宅医療・介護連携推進事業での勉強会など、多職種での研修や事例検討、情報交換の場を提供することで事業者の質の向上をサポートしています。
-今後の方向性-
利用者がサービスを選択しやすい環境づくりに努めます。また、事例検討会や研修など事業所の質の向上を図る支援をしていきます。
国の方針等に基づき申請様式や手続きの簡素化、文書負担の軽減に努めます。















[bookmark: _Toc153808725][bookmark: _Toc154758436][bookmark: _Toc157533827][bookmark: _Toc157792169][bookmark: _Toc158117115][bookmark: _Toc160538844]③介護人材の確保
▶現状と課題
介護人材の確保や育成は大きな課題のひとつです。高知県や関係機関と連携して情報共有や周知啓発、研修などに取り組んでいます。
高齢者の生活を支える介護の仕事は大切な仕事であり、若年世代等にその理解促進を図ることが重要です。土佐町では、小・中・高校で福祉教育を実施しています。職場体験や現場の声を聴くことで、介護の仕事について理解促進を図っています。
-今後の方向性-
高知県や関係機関と連携して情報提供や周知啓発を行います。また、事業者が抱える課題の把握に努めます。





[bookmark: _Toc153808726][bookmark: _Toc154758437][bookmark: _Toc157533828][bookmark: _Toc157792170][bookmark: _Toc158117116][bookmark: _Toc160538845]（４）　その他
[bookmark: _Toc153808727][bookmark: _Toc154758438][bookmark: _Toc157533829][bookmark: _Toc157792171][bookmark: _Toc158117117][bookmark: _Toc160538846]①家族介護支援事業（介護用品支給事業）
▶現状と課題
要介護４または要介護５に該当し、在宅で生活する高齢者を構成員とする住民税非課税世帯の方に対し、１人あたり年額75,000円を上限として介護用品を現物支給する事業を行っています。
現状、年間１名から２名程度の利用はありますが、利用頻度は減少傾向にあります。
-今後の方向性-
近年は利用頻度が減少傾向にあるものの、在宅で介護を行う家族の負担は多大であることから、支援を絶やすことなく続けていく必要があります。
現状の支援規模を縮小することなく、維持していきます。






[bookmark: _Toc153808728][bookmark: _Toc154758439][bookmark: _Toc157533830][bookmark: _Toc157792172][bookmark: _Toc158117118][bookmark: _Toc160538847]②在宅生活支援手当の支給に関する事業
▶現状と課題
町内で在宅生活する、要介護１～５に該当する方のうち住民税非課税者に対し、介護サービス利用経費の負担軽減を図り、介護サービスの利用を促進し、在宅生活を支援するため、月額5,000円～10,000円の在宅生活支援手当を支給する事業です。
-今後の方向性-
今後も事業を継続していきます。


[bookmark: _Toc160538848]４．地域全体で支え合うまちづくりの推進
[bookmark: _Toc153808730]今後、さらに進むと予想される高齢化に備え、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを一体化して提供していく「地域包括ケアシステムの深化・推進」に取り組みます。

[bookmark: _Toc154758441][bookmark: _Toc157533832][bookmark: _Toc157792174][bookmark: _Toc158117120][bookmark: _Toc160538849]（１）　地域包括ケア体制の推進
[bookmark: _Toc153808731][bookmark: _Toc154758442][bookmark: _Toc157533833][bookmark: _Toc157792175][bookmark: _Toc158117121][bookmark: _Toc160538850]①地域ケア会議
▶現状と課題
平成27（2015）年度から地域ケア会議をスタートし、地域ケア推進会議（年１回）、個別ケア会議（年４回：１回２事例）を定期開催しています。新型コロナウイルス感染予防のため、令和３（2021）年度の個別ケア会議は１回のみの実施、令和4（2022）年度は３回の実施でした。
個別ケア会議では、ケースについてのモニタリング機能、主治医との連携、地域の課題を把握する視点も出席者と共有し、多職種連携により地域包括ケアシステム構築を行っています。また、関係機関の連携及び地域課題の把握のため、令和4（2022）年度から地域課題についての意見交換会も実施しています。
地域ケア推進会議では、各事業の取組や地域の課題について報告し、医療・介護・福祉に関する専門職や実践者で構成された土佐町地域ケア推進会議委員からの意見をもとに地域包括ケアシステムの深化・推進に努めています。
-今後の方向性-
個別ケア会議にて多職種での事例検討により、自立に資するケアマネジメントの視点やサービス等の提供に関する知識、技術を習得していきます。また、事例検討や意見交換会により多職種連携し、ネットワークの構築を図っていきます。
各事業と連携し、地域課題を把握し、地域ケア推進会議へ政策提言や社会資源の開発に向けた協議ができるよう、今後も地域包括ケアシステムの深化・推進に努めていきます。









[bookmark: _Toc153808732][bookmark: _Toc154758443][bookmark: _Toc157533834][bookmark: _Toc157792176][bookmark: _Toc158117122][bookmark: _Toc160538851]②医療と介護の連携
▶現状と課題
平成28（2016）年８月に嶺北地域在宅医療介護連携推進事業実施検討会を設置し、嶺北4町村と嶺北管内の医療機関や介護事業所など関係機関と協力しながら事業を進めています。
高齢者が自分自身の大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるのかを家族や医療・介護関係者と話し合うひとつのツールとしてとんからりんの家が作成、発行した「おぼえがき」の普及啓発に取り組んでいます。
-今後の方向性-
病気や認知症になっても、その人らしい生活を送ることができるよう、嶺北４町村、土佐長岡郡医師会と連携して取り組みます。





[bookmark: _Toc153808733][bookmark: _Toc154758444][bookmark: _Toc157533835][bookmark: _Toc157792177][bookmark: _Toc158117123][bookmark: _Toc160538852]③高齢者の安心安全な見守り体制整備
▶現状と課題
日常生活の不安を解消し、急病等の緊急時に迅速で適切な対応をとることを目的としておおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に対して、緊急通報装置を貸与しています。現在設置している緊急通報装置のうち旧型の緊急通報装置の更新を進めています。
また、地域の避難支援体制の構築を目的として災害時の避難支援が円滑に行えるよう避難行動要支援者名簿を整備しています。
-今後の方向性-
今後も光ファイバー網を活用し、住宅内ＩＰ版緊急通報端末と人の動きを検知する安否センサー等を設置し、有事の際の緊急通報が可能となるアプリケーションシステム（見守りシステム）の導入を進めます。
ひとり暮らしの日常的な見守りや助け合いに必要な情報の集積・データベース化により、日常の見守り及び災害発生時や、緊急時の支援ツールとして要配慮者台帳システムの活用を進めます。















[bookmark: _Toc153808734][bookmark: _Toc154758445][bookmark: _Toc157533836][bookmark: _Toc157792178][bookmark: _Toc158117124][bookmark: _Toc160538853]④あったかふれあいセンター事業
▶現状と課題
あったかふれあいセンター事業は地域コミュニティの維持再生を目的とし、子どもから高齢者まで年齢や障害の有無に関わらず誰もが気軽に集い、交流できる場として、旧小学校単位でのサテライトを設置しています。サテライトでは住民の主体的な集いの運営サポートを行い、訪問活動等も展開しています。
また、仲間同士での集いを楽しみながら、地域の課題やニーズを把握し、地域の支え合いや生活課題を考える場として、サテライト毎の運営協議会を設置しています。
年間延べ利用者は多いものの、利用者の固定化の傾向があります。また、３年間のコロナ禍での集いの休止等の期間があり、その後徐々に再開していますが、利用者の身体機能の低下とともに、参加者数が減少傾向にあります。
-今後の方向性-
旧小学校単位でのサテライトを中心とし、身近な集いの場として認知症カフェ機能や、フレイル・介護予防に資する取組をさらに充実させていきます。認知症カフェとして新たに参加者を募ると、参加しにくい場合がありますが、集いの場へ来ている人が認知症になっても続けて利用できる場であることを目指しています。
主体的な取組や誰もが気軽に集える場として支援していきます。
サテライト毎の運営協議会についても、継続して支援していきます。









▶主な指標
	指標名
	実績
	目標（年度）

	
	令和５年度（見込み）
	令和６
	令和７
	令和８

	運営協議会設置数
	10
	10
	10
	10





[bookmark: _Toc153808735][bookmark: _Toc154758446][bookmark: _Toc157533837][bookmark: _Toc157792179][bookmark: _Toc158117125][bookmark: _Toc160538854]⑤生活支援体制整備事業
▶現状と課題
平成28（2016）年度より生活支援コーディネーターを配置してします。
第１層はエリアを町全体として生活支援・介護予防連絡会を開催しています。この会では、それぞれが収集した生活課題や困難事例等を協議しています。また、生活支援に関する社会資源集を作成しました。
第２層はエリアを旧小学校区域とし、あったか推進会議を開催しています。地域住民を中心に関係機関と日ごろの生活について共通してみられる課題を話し合い、この会議で出た課題を第１層協議体につなげていくことを目的として実施しています。
-今後の方向性-
地域に不足するサービスの創出や元気な高齢者が担い手として活動する場の確保などの資源開発に取り組みます。また、地域の関係者のネットワーク化を図り、地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進していきます。






[bookmark: _Toc153808736][bookmark: _Toc154758447][bookmark: _Toc157533838][bookmark: _Toc157792180][bookmark: _Toc158117126][bookmark: _Toc160538855]（２）　老人クラブ活動
▶現状と課題
高齢者自らの生きがいを高め健康づくり活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に対し、補助を行っています。
老人クラブの団体数は、平成30（2018）年度まで11団体でしたが、令和元（2019）年度から10団体となっており、加入者数は令和２（2020）年度の492人から令和５（2023）年４月１日現在は380人と、112人の減少となっています。
老人クラブの年齢層が高齢となり、会員数も増えない中、地域におけるこれまでの活動の継続が難しくなってきています。

-今後の方向性-
高齢者の生きがいづくりや健康づくりの推進、高齢者の孤立防止、また若手高齢者の加入増進など老人クラブ全体での活動のほか、コーラス部やダンス部、映画部といった趣味を同じくする小グループの活動を通じて、老人クラブの活性化、組織強化を図る取組に対し補助を行い、支援していきます。










[bookmark: _Toc153808737][bookmark: _Toc154758448][bookmark: _Toc157533839][bookmark: _Toc157792181][bookmark: _Toc158117127][bookmark: _Toc160538856]（３）　生涯学習・ボランティア活動
▶現状と課題
ボランティアに関する調査実施・情報収集を行うとともに、見守り、声掛けボランティア等、地域におけるボランティア活動の推進を支援しています。
また、ボランティアセンターの役割やボランティア活動の見える化を進めるため、広報や啓発活動の取組を支援しています。
-今後の方向性-
ボランティアセンターの役割や、ボランティア活動の見える化を進めるため、広報・啓発を強化し、ボランティアの養成、登録を推進することにより、それぞれの年代が参加しやすい活動の推進を支援していきます。
また、学校・地域・教育委員会と連携し、福祉教育・ボランティア学習をより充実させ、次世代を担うボランティアを育成するための活動の支援をしていきます。









[bookmark: _Toc153808738][bookmark: _Toc154758449][bookmark: _Toc157533840][bookmark: _Toc157792182][bookmark: _Toc158117128][bookmark: _Toc160538857]（４）　シルバー人材センター
▶現状と課題
地域での困り事解消のための支援を行うとともに、臨時的・短期的・軽易な業務により会員の知識・経験を活かせる就労の場の提供に関する支援を行っています。
嶺北地域全体の人口減少に伴い、これまでと同様に新規人材の確保、育成に課題があります。剪定や草刈り等、一定の技能を必要とする人材や、家事等の生活支援に関わる人材も不足している状況です。
-今後の方向性-
事務局と協力しながらＰＲ活動等について支援していきます。






[bookmark: _Toc153808739][bookmark: _Toc154758450][bookmark: _Toc157533841][bookmark: _Toc157792183][bookmark: _Toc158117129][bookmark: _Toc160538858]（５）　認知症総合支援事業
▶現状と課題
高齢化に伴い、認知症の方は増加してきています。認知症になっても、その人らしく、安心して暮らせるまちづくりが大切です。
認知症など要援護者を地域で支援できる体制をつくり、関係機関（介護保険事業者、医療機関、民生委員、ボランティア、社協、行政等）で地域支援体制のためのネットワーク（あじさいネット）を構築し、事例検討会や勉強会を開催しています。
平成28（2016）年度から認知症地域支援推進員を配置し、地域包括支援センターへ２名、町社会福祉協議会へ１名配置し社協と連携して認知症総合支援事業に取り組んでいます。また、平成28(2016)年４月に、支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行う認知症初期集中支援チームを設置し、医療機関と連携した取組を進めています。
平成28（2016）年度から、ご長寿健診期間中にフィールド医学医師の協力による「認知症専門相談」を実施し、家族への具体的な助言やかかりつけ医との連携による支援を行っていましたが、令和２（2020）年度からコロナウイルス感染予防のためフィールド医学健診が中止となり、専門相談の実施が難しくなりました。医療機関と認知症患者についての意見交換会をもつなどして、医療機関の専門医との連携を図っています。
認知症に対する理解を得るための認知症サポーター養成講座も令和４（2022）年度はコロナウイルス感染予防のため実施できませんでしたが、地元企業への訪問活動を行い、啓発活動に努めました。
また平成27（2015）年度から開始した介護家族の集いを年６回程度の頻度で継続して実施しています。介護家族の方へ、出張型での個別訪問も実施しました。今後も認知症の介護をされている家族に対しての支援をする場所として開催していく必要があります。また、介護に役立つ情報が得られるよう、勉強会も開催しています。
平成29（2017）年度10月には、「あじさいカフェ（認知症カフェ）」をスタートしましたが、参加者が少ないなど課題があったため、既存のあったかふれあいセンターが認知症状のある方も参加している場となっていることから、令和２（2020）年度からはすべてのあったかふれあいセンターの集いを認知症カフェと位置づけています。認知症の方や介護されている方、地域住民、介護職等誰もが気軽に集うことができる場であることを周知していくことが必要です。また、認知症当事者同士の本人ミーティングの開催の必要性もありますが、具体的な実施には至っていません。
平成29（2017）年度に認知症ケアパスを作成し、介護保険申請時や地域包括支援センターの相談業務、事例検討会での活用、関係機関への配布を行っています。



-今後の方向性-
支援が必要な対象者が、タイムリーかつ効果的にサービス提供や支援を受けることができるよう必要に応じて見直すとともに、地域での見守り体制の整備も含め、サポーター養成に努めていきます。
認知症の人やその家族の視点、意思決定支援を重視し、認知症になってもその人らしく、安心して暮らせるよう、支援していくため、認知症に関する正しい知識の啓発を継続していきます。
認知症の人やその家族が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるように、成年後見制度の利用促進、フィールド医学、初期集中支援、物忘れ外来等、関係機関との連携体制を構築していきます。
また、認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援していきます。











▶主な指標
	指標名
	実績
	目標（年度）

	
	令和５年度（見込み）
	令和６
	令和７
	令和８

	学習会の開催数
	6
	6
	6
	6

	あったかふれあいセンターの集い（認知症カフェ）参加者数（人）
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600



[bookmark: _Toc153808740][bookmark: _Toc154758451][bookmark: _Toc157533842][bookmark: _Toc157792184][bookmark: _Toc158117130][bookmark: _Toc160538859]（６）　災害・感染症対策
▶現状と課題
近年多発する豪雨災害や30年以内の発生率が70％以上といわれる南海トラフ地震、世界中に感染拡大した新型コロナウイルスなど、災害や感染症について介護事業所や医療機関と連携して取り組む必要があります。
災害により、特に避難所において長期避難が必要な事態となった場合で、一般の避難者との共同生活が困難な介護を必要とする者に対しては、特別養護老人ホームトキワ苑を要配慮者用の福祉避難所として開設します。
[bookmark: _Hlk153799343]-今後の方向性-
土佐町地域防災計画に沿って防災に関する広報及び啓発の実施や防災研修、避難訓練等に関係部署や医療機関、介護事業所等と連携して取り組みます。
また、災害発生時に地域で暮らす高齢者、障害者等、特に配慮を要する者が、適切かつ円滑に支援を受けられるよう平常時から要配慮者に関する情報の把握を行うなど支援体制の確立を図ります。








[bookmark: _Toc153808741][bookmark: _Toc160538860]第５章　介護保険事業の見通し
[bookmark: _Toc153808743][bookmark: _Toc160538861]１．人口の推計
人口については、今後も減少傾向で推移し、令和７（2025）年には3,406人程度、令和22（2040）年には2,523人程度にまで減少するものと見込まれます。
また、高齢者人口については、令和７（2025）年には1,571人程度、令和22（2040）年には1,193人程度にまで減少することが見込まれます。
こうした推移の結果、高齢化率については令和７（2025）年には46.1％程度、さらに令和22（2040）年には47.3％程度で推移していくことが想定されます。
[image: ]















※住民基本台帳（各年10月1日）のデータを用いて、コーホート変化率法により推計





※住民基本台帳（各年度10月1日）データを用いて、コーホート変化率法により推計

























高齢者のうち、前期高齢者は今後も減少傾向で推移し、令和７（2025）年には583人程度、令和22（2040）年には421人程度まで減少するものと見込まれます。
後期高齢者については、令和８（2026）年まではほぼ横ばいで推移するものの、その後は減少に転じ、令和22（2040）年には772人程度となることが見込まれます。
後期高齢者占有率は、令和３（2021）年以降緩やかな増加傾向で推移し、令和17（2035）年の66.9％をピークに減少に転じることが見込まれます。
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[bookmark: _Toc67501855][bookmark: _Toc153808744][bookmark: _Toc160538862]２．被保険者数の推計
本町における65歳以上の被保険者数は、今後も緩やかな減少傾向で推移し、令和７（2025）年には1,571人程度、令和２２（2040）年には1,193人程度になるものと見込みます。
また、40～64歳の第２号被保険者数についても同様に減少し、令和７（202５）年には1,000人程度、令和22（2040）年には735人程度になるものと見込みます。
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※住民基本台帳（各年10月1日）のデータを用いて、コーホート変化率法により推計









[bookmark: _Toc67501856][bookmark: _Toc153808745][bookmark: _Toc160538863]３．認定者の推計
認定者数についても減少傾向で推移し、令和７（2025）年には361人程度、令和22（2040）年には288人程度となることが見込まれます。
[image: ]認定率（第１号被保険者数に対する認定者数の割合）はほぼ横ばいで推移し、令和7（2025）年には2２.5％程度、令和22（2040）年には23.6％程度となることが見込まれます。
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※介護保険事業状況報告（各年9月末現在）データを用いた地域包括ケア「見える化」システムによる自然体推計
※認定率は第１号被保険者数に対する比率



４．サービスの量の見込み○令和３～５年度値は介護保険事業状況報告に基づいて地域包括ケア「見える化」システムに自動入力された実績値。なお、令和５年度値については９月末までの月報値をベースに町の現状等を見込んで算出された数値であり、実際の値とは異なる場合がある
○令和６年度以降は地域包括ケア「見える化」システムを用いた推計値となる




[bookmark: _Toc58344651][bookmark: _Toc152945815][bookmark: _Toc153457952][bookmark: _Toc153808747][bookmark: _Toc157533848][bookmark: _Toc157792190][bookmark: _Toc158117136][bookmark: _Toc160538865]（１）予防給付利用量の見込み
[image: ]予防給付の利用量については、現状維持を見込んでいます。







[bookmark: _Toc58344652][bookmark: _Toc152945816][bookmark: _Toc153457953][bookmark: _Toc153808748][bookmark: _Toc157533849][bookmark: _Toc157792191][bookmark: _Toc158117137][bookmark: _Toc160538866]（２）介護給付利用量の見込み
介護給付の利用量についても、現状維持を見込んでいます。
[image: ]






※給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

[bookmark: _Toc153808749][bookmark: _Toc157533850][bookmark: _Toc157792192][bookmark: _Toc158117138][bookmark: _Toc160538867]（３）地域密着型サービスの整備方針
第９期計画期間である令和6（2024）年度から令和8（2026）年度までの３年間における地域密着型サービスの整備計画は以下のとおりです。

地域密着型サービス施設の整備計画状況　　　　　　　　　　　　　単位：施設数、定員（人）
	町全域
	サービスの種類
	令和５年度末
	第９期整備計画
	期間中
整備数

	
	
	
	令和６年度
	令和７年度
	令和８年度
	

	土佐町
	認知症対応型共同生活介護
	１（18）
	-
	-
	-
	-

	
	地域密着型特定施設入居者生活介護
	-
	-
	-
	-
	-

	
	地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
	-
	-
	-
	-
	-





[bookmark: _Toc49940762][bookmark: _Toc57211757][bookmark: _Toc67501858][bookmark: _Toc153808750][bookmark: _Toc160538868]５．給付費等の見込み
[bookmark: _Toc153808751][bookmark: _Toc157533852][bookmark: _Toc157792194][bookmark: _Toc158117140][bookmark: _Toc160538869]（１）総給付費
第９期介護報酬改定（全体で1.59％増）を踏まえた総給付費（予防給付費及び介護給付費）については、３年間で約18億円を見込んでいます。
[image: ]







[bookmark: _Toc500347476][bookmark: _Toc49940763][bookmark: _Toc57211758][image: ]【予防給付費】




















【介護給付費】
[image: ]













[bookmark: _Toc153808752][bookmark: _Toc157533853][bookmark: _Toc157792195][bookmark: _Toc158117141][bookmark: _Toc160538870]（２）標準給付費
総給付費等を含む標準給付費については、第９期で約19億３千万円を見込んでいます。
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[bookmark: _Toc153808753][bookmark: _Toc157533854][bookmark: _Toc157792196][bookmark: _Toc158117142][bookmark: _Toc160538871]（３）地域支援事業費
地域支援事業費については、第９期で約７千万円を見込んでいます。
[image: ]



















[bookmark: _Toc160538872]第６章　第１号被保険者の保険料
[bookmark: _Toc160538873]１．保険料算定の手順
[bookmark: _Toc500260611][bookmark: _Toc508964209]令和６年度（2024年度）～８年度（2026年度）の介護・予防給付費
①
・特定入所者介護サービス費
・高額介護サービス費
・高額医療合算介護サービス費
・算定対象審査支払手数料
・地域支援事業費
②
総給付費見込み額
③
第１号被保険者負担分相当額
④
財源安定化基金拠出金
準備基金取崩額
⑤
保険料収納必要額
⑥
保険料基準月額
⑦






























①＋②＝③
③×第１号被保険者保険料負担割合（23％）＝④
④－⑤＝⑥
⑥÷12ヶ月＝⑦


[bookmark: _Toc50108277][bookmark: _Toc51173197]

[bookmark: _Toc58344658][bookmark: _Toc152945822][bookmark: _Toc153457959][bookmark: _Toc160538874]２．財源構成
介護保険制度は、国、地方自治体、40歳以上の住民のそれぞれの負担により、社会全体で高齢者の介護を支える社会保険制度です。
介護保険の標準的財源構成
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【土佐町における負担構造】
国は25％相当額を負担することになっていますが、このうちの５％分は調整交付金となっており、各保険者における第１号被保険者の所得構造や後期高齢者の割合によって変動します（低所得者が多い保険者や後期高齢者が多い保険者では５％を超える調整交付金となります）。
第９期における高齢化の見込みや所得構造から、土佐町における調整交付金は標準的な５％を超える11.22～11.66％程度（年度により異なる）が見込まれます。
この結果、第１号被保険者の負担割合は、標準的な23％よりも少なく16.3～16.8％程度ということになります。
[image: ]










[bookmark: _Toc58344659][bookmark: _Toc152945823][bookmark: _Toc153457960][bookmark: _Toc160538875]３．予定保険料収納率
第１号被保険者からの保険料徴収は、普通徴収と特別徴収があり、普通徴収分については100％徴収となっていないことなど現状を踏まえ、第９期の予定保険料収納率としては99.0％を見込んでいます。
[bookmark: _Toc160538876]４．準備基金
保険者である市町村は、介護給付費が見込みを下回るなどの場合に剰余金を準備基金に積み立てる一方、給付費の不足が生じた場合は取り崩しを行います。
本町では、令和５年度末において4,600万円の準備基金残高を見込んでいます。このうち、第９期では1,756万円を取り崩すことにより、保険料の上昇幅の軽減化を図ることとします。
[bookmark: _Toc58344660][bookmark: _Toc152945824][bookmark: _Toc153457961][bookmark: _Toc160538877]５．保険料収納必要額
ここまでに示した給付費や負担構造等から、第９期においては第１号被保険者の保険料として、約3億2千万円を収納する必要があります。
[image: ]













[bookmark: _Toc51173200]

[bookmark: _Toc58344661][bookmark: _Toc152945825][bookmark: _Toc153457962][bookmark: _Toc160538878]６．保険料の段階設定
第９期の保険料段階設定にあたっては、法令等の改正を踏まえ、以下の所得段階区分設定を行います。

	第９期計画
保険料段階
	対象者要件
	基準額に
対する割合

	第１段階
	・生活保護を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計が80万円以下の人
	0.455
（0.285）

	
	
	

	第２段階
	世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人
	0.685
（0.485）

	第３段階
	世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計が120万円を超える人
	0.69
（0.685）

	第４段階
	本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がおり、本人の公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計が80万円以下の人
	0.9

	第５段階
	本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がおり、本人の公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計が80万円を超える人
	1.0

	第６段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の人
	1.2

	第７段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
	1.3

	第８段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
	1.5

	第９段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
	1.7

	第10段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
	1.9

	第11段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
	2.1

	第12段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
	2.3

	第13段階
	本人が住民税課税者で、合計所得金額が720万円以上の人
	2.4


なお、保険料基準額算定の基礎数値としては、上記の料率を用いることになりますが、実際の保険料徴収にあたっては、低所得層の負担軽減を強化する観点から、国・県・保険者（市町村）の一般財源を投入することにより、第１段階の料率を0.285、第２段階を0.485、第３段階を0.685に軽減することが予定されています。



前掲の所得段階別の第１号被保険者数については、次のように見込んでいます。
所得段階別区分別の第１号被保険者数の見込み


（単位：人）　　　　　　
[image: ]


















[bookmark: _Toc62046111][bookmark: _Toc152945826][bookmark: _Toc153457963][bookmark: _Toc160538879]７．第１号被保険者の介護保険料
保険料段階に基づき、第9期における第１号被保険者の保険料基準月額は、6,300円となります。
保険料基準月額
　　＝保険料収納率を踏まえた必要額321,596,269円
÷所得段階別加入割合補正後被保険者数4,254人
　　＝75,599円（基準月額　6,300円）













[bookmark: _Toc160538880]第７章　計画の推進
[bookmark: _Toc160538881][bookmark: _Hlk160539354]１．関係機関との連携
この計画の目標の実現に向け、高知県・近隣市町村及び関係機関との連携により、介護・医療・福祉の施策を一体的に進め、施策の総合的・効果的な実施に努めます。
この計画の円滑な推進に向け、健康福祉課をはじめ、町内のその他関係部署、関係団体等との連携を密にし、施策、事業の実施に努めます。
[bookmark: _Toc160538882]２．計画の評価・検討
計画を着実に実行するため、関係各課を含めて、この計画の進捗状況を各年度点検・評価するとともに、高齢者福祉を巡る状況の変化を加味し、「PDCAサイクル」を念頭に置いたうえで、施策・事業の推進を図ります。
なお、「地域ケア推進会議」では、上記の計画の進捗状況の把握を踏まえ、介護保険事業運営上の諸問題について協議します。
地域資源の発掘や基盤整備、効率的なサービス提供等の取組
検証・点検の結果により、計画について必要な見直し
目標を設定し、達成に向けた具体的な計画を作成
地域の実態把握・課題分析に基づき、取組の実績を評価・点検
ACTION
改善
PLAN
計画
CHECK
検証・点検
DO
実施・実行

















[bookmark: _Toc160538883]資料編
[bookmark: _Toc160538884]１．策定経過
	調査・会議　等
	実施年月日
	内容　等

	在宅介護実態調査
	令和４年12月
～令和５年５月
	配布数：65票、回収数：65票
（回収率：100.0％）

	介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査（フィールド医学）
	令和５年4月20日
～5月31日
	配布数：1,492票、回収数：597票
（回収率：40.0％）

	第１回　策定委員会の開催
	令和５年11月10日
	・第10次高齢者保健福祉計画、第９期介護保険事業計画の策定について

	第２回　策定委員会の開催
	令和６年　1月12日
	・第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（検討案）について

	第３回　策定委員会の開催
	令和６年　2月　9日
	・第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（検討案）について



[bookmark: _Toc160538885]２．委員名簿
	氏　　名
	所 属 名
	備　　考

	古賀　眞紀子
	医療法人十全会　　早明浦病院
	

	川村　治子
	医療法人田井医院
	

	谷脇　淑代
	高知県中央東福祉保健所
	

	山﨑　敦憲
	土佐町社会福祉協議会
	委員長

	和田　賢二
	土佐町身体障害者協議会
	

	井手　正
	特別養護老人ホームトキワ苑
	副委員長

	川村　房子
	被保険者代表
	


※敬称略
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高齢者のいる世帯比率
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②　介護予防・生活支援サービス事業

（１）フィールド医学

（２）生きがい活動支援通所事業（生きがいデイサービス）

①土佐町福祉タクシー事業

②高齢者通院バス料金助成実施事業

（４）土佐町成年後見制度利用支援事業

（１）介護保険サービスの充実と基盤整備

①　要介護認定の適正化

②　ケアマネジメント等の適正化

①　利用者の苦情・相談への対応

②　事業者自身によるサービスの質の向上

③　介護人材の確保

①　家族介護支援事業（介護用品支給事業）

②　在宅生活支援手当の支給に関する事業

①　地域ケア会議

②　医療と介護の連携

③　高齢者の安心安全な見守り体制整備

④　あったかふれあいセンター事業

⑤　生活支援体制整備事業

（２）老人クラブ活動

（３）生涯学習・ボランティア活動

（４）シルバー人材センター

（５）認知症総合支援事業

（６）災害・感染症対策

施策・事業

住
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１．介護予防の推進 （１）介護予防・日常生活支援総合事業

２．保健福祉サービスの推進

３．介護サービスの充実した

    まちづくりの推進

（２）介護給付適正化の推進

（３）介護サービスの質の確保・向上

（４）その他

（３）　移動支援事業

（１）地域包括ケア体制の推進

４．地域全体で支え合うまち

    づくりの推進
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令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2030） （2035） （2040） （2045）

第８期 第９期 長期

推 計

総人口と高齢者人口

総人口 高齢者人口 高齢化率

（人）
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令和３年

(2021)

令和４年

(2022)

令和５年

(2023)

令和６年

(2024)

令和７年

(2025)

令和８年

(2026)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

3,711 3,638 3,531 3,467 3,406 3,341 3,083 2,795 2,523 2,238

359 372 347 336 337 336 294 267 227 184

605 580 547 534 498 477 439 389 368 335

1,092 1,073 1,020 1,002 1,000 991 930 857 735 608

1,655 1,613 1,617 1,595 1,571 1,537 1,420 1,282 1,193 1,111

660 639 634 613 583 564 496 424 421 433

65～69歳

284 278 293 280 276 281 227 201 224 214

70～74歳

376 361 341 333 307 283 269 223 197 219

995 974 983 982 988 973 924 858 772 678

75～79歳

233 251 268 288 320 339 281 249 209 186

80～84歳

291 266 253 248 229 197 272 232 210 177

85～89歳

258 258 257 236 231 230 175 214 176 159

90歳以上

213 199 205 210 208 207 196 163 177 156

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9.7% 10.2% 9.8% 9.7% 9.9% 10.1% 9.5% 9.6% 9.0% 8.2%

16.3% 15.9% 15.5% 15.4% 14.6% 14.3% 14.2% 13.9% 14.6% 15.0%

29.4% 29.5% 28.9% 28.9% 29.4% 29.7% 30.2% 30.7% 29.1% 27.2%

44.6% 44.3% 45.8% 46.0% 46.1% 46.0% 46.1% 45.9% 47.3% 49.6%

17.8% 17.6% 18.0% 17.7% 17.1% 16.9% 16.1% 15.2% 16.7% 19.3%

65～69歳

7.7% 7.6% 8.3% 8.1% 8.1% 8.4% 7.4% 7.2% 8.9% 9.6%

70～74歳

10.1% 9.9% 9.7% 9.6% 9.0% 8.5% 8.7% 8.0% 7.8% 9.8%

26.8% 26.8% 27.8% 28.3% 29.0% 29.1% 30.0% 30.7% 30.6% 30.3%

75～79歳

6.3% 6.9% 7.6% 8.3% 9.4% 10.1% 9.1% 8.9% 8.3% 8.3%

80～84歳

7.8% 7.3% 7.2% 7.2% 6.7% 5.9% 8.8% 8.3% 8.3% 7.9%

85～89歳

7.0% 7.1% 7.3% 6.8% 6.8% 6.9% 5.7% 7.7% 7.0% 7.1%

90歳以上

5.7% 5.5% 5.8% 6.1% 6.1% 6.2% 6.4% 5.8% 7.0% 7.0%



実績 推計

第８期 第９期 長期



65～74歳



75歳以上



総　数(人）

 0～14歳

15～39歳

40～64歳

65歳以上

総　数（％）

 0～14歳

15～39歳

40～64歳

65歳以上



65～74歳



75歳以上
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令和３年

(2021)

令和４年

(2022)

令和５年

(2023)

令和６年

(2024)

令和７年

(2025)

令和８年

(2026)

令和12年

(2030)

令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

3,711 3,638 3,531 3,467 3,406 3,341 3,083 2,795 2,523 2,238

359 372 347 336 337 336 294 267 227 184

605 580 547 534 498 477 439 389 368 335

1,092 1,073 1,020 1,002 1,000 991 930 857 735 608

1,655 1,613 1,617 1,595 1,571 1,537 1,420 1,282 1,193 1,111

660 639 634 613 583 564 496 424 421 433

65～69歳

284 278 293 280 276 281 227 201 224 214

70～74歳

376 361 341 333 307 283 269 223 197 219

995 974 983 982 988 973 924 858 772 678

75～79歳

233 251 268 288 320 339 281 249 209 186

80～84歳

291 266 253 248 229 197 272 232 210 177

85～89歳

258 258 257 236 231 230 175 214 176 159

90歳以上

213 199 205 210 208 207 196 163 177 156

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

9.7% 10.2% 9.8% 9.7% 9.9% 10.1% 9.5% 9.6% 9.0% 8.2%

16.3% 15.9% 15.5% 15.4% 14.6% 14.3% 14.2% 13.9% 14.6% 15.0%

29.4% 29.5% 28.9% 28.9% 29.4% 29.7% 30.2% 30.7% 29.1% 27.2%

44.6% 44.3% 45.8% 46.0% 46.1% 46.0% 46.1% 45.9% 47.3% 49.6%

17.8% 17.6% 18.0% 17.7% 17.1% 16.9% 16.1% 15.2% 16.7% 19.3%

65～69歳

7.7% 7.6% 8.3% 8.1% 8.1% 8.4% 7.4% 7.2% 8.9% 9.6%

70～74歳

10.1% 9.9% 9.7% 9.6% 9.0% 8.5% 8.7% 8.0% 7.8% 9.8%

26.8% 26.8% 27.8% 28.3% 29.0% 29.1% 30.0% 30.7% 30.6% 30.3%

75～79歳

6.3% 6.9% 7.6% 8.3% 9.4% 10.1% 9.1% 8.9% 8.3% 8.3%

80～84歳

7.8% 7.3% 7.2% 7.2% 6.7% 5.9% 8.8% 8.3% 8.3% 7.9%

85～89歳

7.0% 7.1% 7.3% 6.8% 6.8% 6.9% 5.7% 7.7% 7.0% 7.1%

90歳以上

5.7% 5.5% 5.8% 6.1% 6.1% 6.2% 6.4% 5.8% 7.0% 7.0%



実績 推計

第８期 第９期 長期



65～74歳



75歳以上



総　数(人）

 0～14歳

15～39歳

40～64歳

65歳以上

総　数（％）

 0～14歳

15～39歳

40～64歳

65歳以上



65～74歳



75歳以上
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（2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2030） （2035） （2040） （2045）

第８期 第９期 長期

推 計

高齢者人口の構造（前期高齢者と後期高齢者）

前期高齢者 後期高齢者 後期高齢者占有率

（人）
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（2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2030） （2035） （2040） （2045）

第８期 第９期 長期

実 績 推 計

（人）

被保険者数の見込み

第１号被保険者 第２号被保険者
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令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

（2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026） （2030） （2035） （2040） （2045）

1,655 1,613 1,617 1,595 1,571 1,537 1,420 1,282 1,193 1,111

660 639 634 613 583 564 496 424 421 433

65～69歳 284 278 293 280 276 281 227 201 224 214

70～74歳 376 361 341 333 307 283 269 223 197 219

995 974 983 982 988 973 924 858 772 678

75～79歳 233 251 268 288 320 339 281 249 209 186

80～84歳 291 266 253 248 229 197 272 232 210 177

85～89歳 258 258 257 236 231 230 175 214 176 159

90歳以上 213 199 205 210 208 207 196 163 177 156

第２号被保険者 1,092 1,073 1,005 1,002 1,000 991 930 857 735 608

第１号被保険者



65～74歳



75歳以上



（単位：人）

被保険者数

実　　　績

第８期 第９期

推　　　計

長　期
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第 ８ 期 第 ９ 期 長 期

実 績 推 計

（人）

認定者数の見込み

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率
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2021年度

（令和３年）

2022年度

（令和４年）

2023年度

（令和５年）

2024年度

（令和６年）

2025年度

（令和７年）

2026年度

（令和８年）

2030年度

（令和12年）

2035年度

（令和17年）

2040年度

（令和22年）

2045年度

（令和27年）

382 374 373 369 361 353 332 310 288 258

要支援１ 37 49 51 53 52 53 47 44 39 36

要支援２ 40 39 41 40 39 38 35 34 31 27

要介護１ 83 76 85 79 78 78 73 69 61 56

要介護２ 66 57 50 49 48 46 42 41 39 36

要介護３ 65 67 53 55 54 52 49 44 44 38

要介護４ 52 52 49 49 48 46 45 40 38 34

要介護５ 39 34 44 44 42 40 41 38 36 31

376 367 366 362 354 346 325 303 282 253

認定者率 22.7% 22.8% 22.6% 22.7% 22.5% 22.5% 22.9% 23.6% 23.6% 22.8%



実　　　績 推　　　計

第　８　期 第　９　期 長期

認定者数

うち第１号被保険者

※認定率は、第１号被保険者に対する第１号認定者総数の割合
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実　　　績

第８期

令和５年度令和６年度令和７年度令和８年度令和12年度令和22年度

（2023年度）（2024年度）（2025年度）（2026年度）（2030年度）(2040年度)

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［回/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 3 3 3 3 3 3

利用回数 ［回/月］ 14 14 14 14 14 14

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［回/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 13 13 13 13 11 10

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［日/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［日/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［日/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［日/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 19 19 19 18 17 14

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［回/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 28 29 27 28 25 21

長期

推　　　計



介護予防短期入所療養介護

（介護医療院）



介護予防認知症対応型共同生

活介護

（３）介護予防支援

第９期

（１）介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防認知症対応型通所介

護

介護予防小規模多機能型居宅

介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

（老健）

介護予防短期入所療養介護

（病院等）

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防住宅改修費

介護予防特定施設入居者生活

介護

（２）地域密着型介護予防サービス
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実　　　績

第８期

令和５年度令和６年度令和７年度令和８年度令和12年度令和22年度

（2023年度）（2024年度）（2025年度）（2026年度）（2030年度）(2040年度)

利用者数 ［人/月］ 30 29 28 28 26 23

利用回数 ［回/月］ 401 390 376 376 349 308

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［回/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 19 19 18 17 17 15

利用回数 ［回/月］ 247 253 238 222 222 198

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［回/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 2 2 2 2 2 2

利用者数 ［人/月］ 25 24 24 23 22 20

利用回数 ［回/月］ 355 342 342 322 309 282

利用者数 ［人/月］ 25 24 24 23 22 20

利用回数 ［回/月］ 264 257 249 235 235 210

利用者数 ［人/月］ 9 9 9 9 9 8

利用回数 ［日/月］ 72 72 72 72 72 66

利用者数 ［人/月］ 6 6 6 6 5 5

利用回数 ［日/月］ 52 52 52 52 47 47

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用回数 ［日/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 23 23 23 23 23 23

利用回数 ［日/月］ 2 2 2 2 2 2

利用者数 ［人/月］ 52 52 50 46 45 40

利用者数 ［人/月］ 0 1 1 1 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 1 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 32 32 30 29 29 26

利用回数 ［回/月］ 301 295 277 269 269 239

利用者数 ［人/月］ 11 12 11 11 10 9

利用回数 ［回/月］ 149 164 149 149 139 124

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 9 9 9 9 8 8

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 0 0 0 0 0 0

利用者数 ［人/月］ 41 41 41 41 38 33

利用者数 ［人/月］ 22 22 22 22 21 18

利用者数 ［人/月］ 46 53 46 47 43 37

利用者数 ［人/月］ 0

利用者数 ［人/月］ 110 103 101 95 91 81

第９期

（１）居宅サービス



推　　　計

長期

介護予防短期入所療養介護

（介護医療院）

夜間対応型訪問介護

住宅改修費

地域密着型通所介護

（３）施設サービス

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護



介護医療院

認知症対応型通所介護

特定施設入居者生活介護

（２）地域密着型サービス

通所リハビリテーション



訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者

生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

入居者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護老人福祉施設

介護療養型医療施設

介護老人保険施設

（４）居宅介護支援

訪問介護


image40.emf
実　　　績

第８期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12年度 令和22年度

（2023年度）（2024年度）（2025年度）（2026年度）（2030年度） (2040年度)

588,680 625,574 590,645 589,349 551,938 488,851

8,404 8,555 8,457 8,395 7,406 6,690

580,275 617,019 582,188 580,954 544,532 482,161

1,805,568

長期

推　　　計

（単位：千円）

第９期

総給付費（千円）

予防給付費（千円）

介護給付費（千円）
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実　　　績

第８期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12年度 令和22年度

（2023年度）（2024年度）（2025年度）（2026年度）（2030年度） (2040年度)

0 0 0 0 0 0

555 563 564 564 564 564

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,818 4,886 4,893 4,893 4,123 3,850

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,538 1,538 1,538 1,423 1,366 1,139

0 0 0 0 0 0

介護予防住宅改修費 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,493 1,568 1,462 1,515 1,353 1,137

8,404 8,555 8,457 8,395 7,406 6,690

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防短期入所療養介護（医療院）

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具購入費



第９期

（１）介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

（３）介護予防支援

予防給付費　計

介護予防特定施設入居者生活介護

（２）地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

長期

推　　　計

（単位：千円）

四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。
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実　　　績

第８期

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12年度 令和22年度

（2023年度）（2024年度）（2025年度）（2026年度）（2030年度） (2040年度)

14,412 14,260 13,720 13,720 12,725 11,254

0 0 0 0 0 0

10,459 10,754 10,138 9,560 9,560 8,448

0 0 0 0 0 0

248 251 251 251 251 251

28,819 28,281 28,317 26,684 25,738 23,846

22,468 22,233 21,709 20,385 20,385 18,324

6,829 6,925 6,934 6,934 6,934 6,418

6,138 6,225 6,233 6,233 5,591 5,591

0 0 0 0 0 0

3,565 3,616 3,620 3,620 3,620 3,620

7,957 8,013 7,731 7,044 6,920 6,182

0 184 184 184 0 0

0 994 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

26,924 26,917 25,386 24,604 24,604 22,063

22,332 25,028 22,675 22,675 21,360 18,975

0 0 0 0 0 0

27,975 28,369 28,405 28,405 25,262 25,262

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

123,476 125,219 125,378 125,378 116,051 101,101

77,095 78,183 78,282 78,282 75,241 64,413

184,079 214,939 186,913 191,753 175,601 153,342

17,502 16,628 16,312 15,242 14,689 13,071

580,275 617,019 582,188 580,954 544,532 482,161

（４）居宅介護支援

介護給付費　計

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護医療院

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

（３）施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

夜間対応型訪問介護

特定福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

（２）地域密着型サービス

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

福祉用具貸与

短期入所療養介護（介護医療院）

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導



（１）居宅サービス

長期

推　　　計

（単位：千円）

四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

第９期
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12年度 令和22年度

（2024年度） （2025年度） （2026年度） （2030年度） (2040年度)

総給付費 1,805,568,000 625,574,000 590,645,000 589,349,000 551,938,000 488,851,000

特定入所者介護サービス費等給付額 69,302,661 23,593,133 23,110,839 22,598,689 20,931,937 18,157,825

特定入所者介護サービス費等給付額 68,280,990 23,264,713 22,760,330 22,255,947 20,931,937 18,157,825

特定入所者介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額 1,021,671 328,420 350,509 342,742 0 0

高額介護サービス費等給付額 53,903,454 18,349,430 17,976,194 17,577,830 16,260,808 14,105,761

高額介護サービス費等給付額 53,043,540 18,073,007 17,681,180 17,289,353 16,260,808 14,105,761

高額介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額 859,914 276,423 295,014 288,477 0 0

高額医療合算介護サービス費等給付額 4,426,764 1,508,288 1,475,588 1,442,888 1,357,050 1,177,200

算定対象審査支払手数料 1,634,310 556,830 544,770 532,710 501,030 434,610

1,934,835,189 669,581,681 633,752,391 631,501,117 590,988,825 522,726,396



第　９　期

合計

標準給付費　計

（単位：円）

長期


image44.emf
令和６年度 令和７年度 令和８年度

令和12年度 令和22年度

（2024年度） （2025年度） （2026年度）

（2030年度） (2040年度)

介護予防・日常生活支援総合事業費 26,080,325 8,699,938 8,739,237 8,641,150 7,963,415 6,585,282

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 27,563,306 9,197,134 9,253,329 9,112,843 8,084,867 6,792,427

包括的支援事業（社会保障充実分） 21,275,660 7,099,116 7,142,491 7,034,053 7,106,345 7,106,345

74,919,291 24,996,188 25,135,057 24,788,046 23,154,627 20,484,054



合計

地域支援事業費　計

（単位：円）

長期 第　9　期


image45.emf
介護予防・

日常生活支援

総合事業

包括的支援事業

任意事業

20.0％ 15.0％ 20.0％ 38.50％

調整交付金 5.0％ 5.0％ 5.0％ －

12.5％ 17.5％ 12.5％ 19.25％

12.5％ 12.5％ 12.5％ 19.25％

23.0％ 23.0％ 23.0％ 23.00％

27.0％ 27.0％ 27.0％ －

都道府県

市町村（保険者）

第１号被保険者

第２号被保険者

介護保険の標準的財源構成

標準的財源構成 居宅給付費 施設等給付費

地域支援事業費

国
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第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%

国

20.0%

国（調整交付金）

5.0％

標準的な負担構造

（居宅給付費等）

市町村（保険者）

12.5％

都道府県

12.5％


image47.emf
国（調整交付金）

11.22～11.66％

第２号

被保険者

27.0%

土佐町

12.5%

高知県

12.5%

国

20.0%

​第１号被保険者

16.3～16.8％

土佐町における負担構造

（居宅給付費等）


image48.emf
（単位：円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度

（2024年度）（2025年度）（2026年度）

A

669,581,681 633,752,391 631,501,117 1,934,835,189

B

地域支援事業費 24,996,188 25,135,057 24,788,046 74,919,291

C

介護予防・日常生活支援総合事業費 8,699,938 8,739,237 8,641,150 26,080,325

159,752,910 151,544,113 150,946,507 462,243,530

33,914,081 32,124,581 32,007,113 98,045,776

F

調整交付金見込交付割合 11.66% 11.43% 11.22%

79,088,000 73,437,000 71,824,000 224,349,000

H

財政安定化基金拠出金見込額 0

I

財政安定化基金償還額 0

J

準備基金の残高（R5年度末の見込み） 46,000,000

K

準備基金取崩額 17,560,000

L

保険料収納必要額 318,380,306

M

予定保険料収納率 99.00%

N

321,596,269

第9期

合計

標準給付費見込額

D

第1号被保険者負担分相当額

（A ＋ B）×23％

保険料収納必要額

E

調整交付金相当額

（A ＋ C）×5％

G

調整交付金見込額 

（A + C）×F (各年度）



D + E - G + H + I - K



予定保険料収納率を考慮した必要額 L ÷ M


image49.emf
令和６年度令和７年度令和８年度

（2024年度）（2025年度）（2026年度）

第１段階 290 287 279

第２段階 276 271 266

第３段階 215 212 207

第４段階 77 76 75

第５段階 228 225 220

第６段階 240 236 231

第７段階 170 167 163

第８段階 53 52 51

第９段階 27 26 26

第10段階 7 7 7

第11段階 1 1 1

第12段階 1 1 1

第13段階 10 10 10

1,595 1,571 1,537

1,443 1,420 1,391

区分

第１号被保険者数　計

4,703

（弾力後）所得段階別

加入割合補正後被保険者数

4,254


image1.emf
令和 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

西暦202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041

第13期 第14期



第９期

第10期 第11期 第12期

中長期的視点（令和22年を見据えて）
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